
三交不動産株式会社 行動計画 

 

 

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間   令和 4 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

 

２．内  容 

    

①  目標：令和 5 年度において従業員平均の年次有給休暇取得率を 60％以上とする 

          

      対策：令和 4 年 4 月～ 取得状況の実態を把握 

         令和 4 年 5 月～ 年次有給休暇の時間単位付与制度の周知、恒常的な実施 

                 有給休暇取得促進追加施策の取り組み検討 

         令和 5 年 4 月～ 取り組み開始 

 

②  目標： 男性従業員の育児休業取得率を令和 5 年度までに 20％以上にする 

 

対策： 令和 4 年 4 月～ 育児休業取得促進施策の取り組みを検討 

                  育児休業制度の社内周知を徹底 

          令和 5 年 4 月～ 取り組み開始 

                  年度終了時に前年度の育児休業取得率を社内へ公表 


